
犯罪被害者等支援施策に関する評価について

「北九州市安全・安心条例
行動計画」に施策を掲載

「北九州市安全・安心条例
行動計画」に基づき、
支援施策を実行

令和８年４月１日
条例施行・支援開始

「北九州市安全・安心推進
会議」で効果検証

必要に応じて、支援施策
の見直し・反映を行う

※北九州市安全・安心条例行動計画：
安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的、計
画的かつ継続的に推進するために策定した行動計画

※北九州市安全・安心推進会議：
行動計画に定められた施策を円滑かつ着実に実施
するために整備された推進体制
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